
報告省令：別紙様式第三十三
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A B C D E F G H I J K L M N O P 

別紙様式第三十三 根拠法規：外国為替の取引等の報告に関する省令

主務官庁：財務省　　　　　　　　　　　　　　

銀行等の非居住者等に対する国別債権債務に関する報告書
財務大臣殿

（日本銀行経由）

責任者氏名

担当者の氏名

電話番号

短期債権 （単位：百万米ドル）

米ドル 英ポンド スイスフラン ユーロ その他 計 米ドル 英ポンド スイスフラン ユーロ その他 計 うち非銀行

ミャンマー

中国

香港

インド

インドネシア

北朝鮮

韓国

ラオス

マレーシア

ネパール

パキスタン

フィリピン

シンガポール

スリランカ

台湾

タイ

ベトナム

その他（アジア州）

アジア州計

アルゼンチン

ボリビア

ブラジル

チリ

コロンビア

コスタリカ

エクアドル

メキシコ

ニカラグア

ペルー

ウルグアイ

ベネズエラ

その他（ラテンアメリカ）

ラテンアメリカ計

クウェート

カタール

サウジアラビア

アラブ首長国連邦

バーレーン

イラン

イラク

リビア

オマーン

エジプト

イスラエル

ヨルダン

レバノン

シリア

イエメン

その他（中近東）

中近東計

アルジェリア

エチオピア

ガボン

コートジボワール

ケニア

モロッコ

リベリア

ナイジェリア

ニジェール

セネガル

コンゴ民主共和国

タンザニア

南アフリカ

ザンビア

スワジランド

その他（アフリカ州）

アフリカ州計

ベルギー

ルクセンブルク

フランス

ドイツ

イタリア

オランダ

スウェーデン

スイス（BISを含む）

ガーンジィ

ジャージィー

マン島

英国

オーストリア

デンマーク

アイルランド

アイスランド

スペイン

ポルトガル

フィンランド

ノルウェー

ギリシャ

トルコ

セルビア

クロアチア

スロベニア

その他（西欧諸国）

西欧諸国計

アルバニア

ブルガリア

チェコ

スロバキア

ハンガリー

ポーランド

ルーマニア

エストニア

ラトビア

リトアニア

アルメニア

アゼルバイジャン

ベラルーシ

グルジア

カザフスタン

キルギス

モルドバ

ロシア

タジキスタン

トルクメニスタン

ウクライナ

ウズベキスタン

旧ソ連

その他（東欧諸国）

東欧諸国計

カナダ

米国

バハマ

バミューダ諸島

ケイマン諸島

キューバ

ジャマイカ

蘭領アンチル

パナマ

トリニダード・トバゴ

その他（カリブ海諸国）

カリブ海諸国計

オーストラリア

ニュージーランド

パプアニューギニア

フィジー

その他（大洋州）

大洋州計

国際機関計

その他

対非居住者合計

うち外国中央銀行
・公的通貨当局

対居住者

旧チェコ・スロバキア

国（地域）別
外貨建

円建うち非銀行

旧ユーゴスラビア

見本 これは様式の見本です。

実際の電子報告には使用できません。

シート名：短期債権



報告省令：別紙様式第三十三

4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 

11 12 

13 14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

A B C D E F G H I J K L M N O P 

短期債務 (単位：百万米ドル)

米ドル 英ポンド スイスフラン ユーロ その他 計 米ドル 英ポンド スイスフラン ユーロ その他 計 うち非銀行

ミャンマー

中国

香港

インド

インドネシア

北朝鮮

韓国

ラオス

マレーシア

ネパール

パキスタン

フィリピン

シンガポール

スリランカ

台湾

タイ

ベトナム

その他（アジア州）

アジア州計

アルゼンチン

ボリビア

ブラジル

チリ

コロンビア

コスタリカ

エクアドル

メキシコ

ニカラグア

ペルー

ウルグアイ

ベネズエラ

その他（ラテンアメリカ）

ラテンアメリカ計

クウェート

カタール

サウジアラビア

アラブ首長国連邦

バーレーン

イラン

イラク

リビア

オマーン

エジプト

イスラエル

ヨルダン

レバノン

シリア

イエメン

その他（中近東）

中近東計

アルジェリア

エチオピア

ガボン

コートジボワール

ケニア

モロッコ

リベリア

ナイジェリア

ニジェール

セネガル

コンゴ民主共和国

タンザニア

南アフリカ

ザンビア

スワジランド

その他（アフリカ州）

アフリカ州計

ベルギー

ルクセンブルク

フランス

ドイツ

イタリア

オランダ

スウェーデン

スイス（BISを含む）

ガーンジィ

ジャージィー

マン島

英国

オーストリア

デンマーク

アイルランド

アイスランド

スペイン

ポルトガル

フィンランド

ノルウェー

ギリシャ

トルコ

セルビア

クロアチア

スロベニア

その他（西欧諸国）

西欧諸国計

アルバニア

ブルガリア

チェコ

スロバキア

ハンガリー

ポーランド

ルーマニア

エストニア

ラトビア

リトアニア

アルメニア

アゼルバイジャン

ベラルーシ

グルジア

カザフスタン

キルギス

モルドバ

ロシア

タジキスタン

トルクメニスタン

ウクライナ

ウズベキスタン

旧ソ連

その他（東欧諸国）

東欧諸国計

カナダ

米国

バハマ

バミューダ諸島

ケイマン諸島

キューバ

ジャマイカ

蘭領アンチル

パナマ

トリニダード・トバゴ

その他（カリブ海諸国）

カリブ海諸国計

オーストラリア

ニュージーランド

パプアニューギニア

フィジー

その他（大洋州）

大洋州計

国際機関計

その他

対非居住者合計

うち外国中央銀行
・公的通貨当局

対居住者

旧チェコ・スロバキア

円建うち非銀行国（地域）別
外貨建

旧ユーゴスラビア

見本

シート名：短期債務



報告省令：別紙様式第三十三
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A B C D E F G H I J K L M N O P 

中長期債権 (単位：百万米ドル)

米ドル 英ポンド スイスフラン ユーロ その他 計 米ドル 英ポンド スイスフラン ユーロ その他 計 うち非銀行

ミャンマー

中国

香港

インド

インドネシア

北朝鮮

韓国

ラオス

マレーシア

ネパール

パキスタン

フィリピン

シンガポール

スリランカ

台湾

タイ

ベトナム

その他（アジア州）

アジア州計

アルゼンチン

ボリビア

ブラジル

チリ

コロンビア

コスタリカ

エクアドル

メキシコ

ニカラグア

ペルー

ウルグアイ

ベネズエラ

その他（ラテンアメリカ）

ラテンアメリカ計

クウェート

カタール

サウジアラビア

アラブ首長国連邦

バーレーン

イラン

イラク

リビア

オマーン

エジプト

イスラエル

ヨルダン

レバノン

シリア

イエメン

その他（中近東）

中近東計

アルジェリア

エチオピア

ガボン

コートジボワール

ケニア

モロッコ

リベリア

ナイジェリア

ニジェール

セネガル

コンゴ民主共和国

タンザニア

南アフリカ

ザンビア

スワジランド

その他（アフリカ州）

アフリカ州計

ベルギー

ルクセンブルク

フランス

ドイツ

イタリア

オランダ

スウェーデン

スイス（BISを含む）

ガーンジィ

ジャージィー

マン島

英国

オーストリア

デンマーク

アイルランド

アイスランド

スペイン

ポルトガル

フィンランド

ノルウェー

ギリシャ

トルコ

セルビア

クロアチア

スロベニア

その他（西欧諸国）

西欧諸国計

アルバニア

ブルガリア

チェコ

スロバキア

ハンガリー

ポーランド

ルーマニア

エストニア

ラトビア

リトアニア

アルメニア

アゼルバイジャン

ベラルーシ

グルジア

カザフスタン

キルギス

モルドバ

ロシア

タジキスタン

トルクメニスタン

ウクライナ

ウズベキスタン

旧ソ連

その他（東欧諸国）

東欧諸国計

カナダ

米国

バハマ

バミューダ諸島

ケイマン諸島

キューバ

ジャマイカ

蘭領アンチル

パナマ

トリニダード・トバゴ

その他（カリブ海諸国）

カリブ海諸国計

オーストラリア

ニュージーランド

パプアニューギニア

フィジー

その他（大洋州）

大洋州計

国際機関計

その他

対非居住者合計

うち外国中央銀行
・公的通貨当局

対居住者

外貨建

旧チェコ・スロバキア

円建うち非銀行国（地域）別

旧ユーゴスラビア

見本

シート名：中長期債権



報告省令：別紙様式第三十三
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A B C D E F G H I J K L M N O P 

中長期債務 (単位：百万米ドル)

米ドル 英ポンド スイスフラン ユーロ その他 計 米ドル 英ポンド スイスフラン ユーロ その他 計 うち非銀行

ミャンマー

中国

香港

インド

インドネシア

北朝鮮

韓国

ラオス

マレーシア

ネパール

パキスタン

フィリピン

シンガポール

スリランカ

台湾

タイ

ベトナム

その他（アジア州）

アジア州計

アルゼンチン

ボリビア

ブラジル

チリ

コロンビア

コスタリカ

エクアドル

メキシコ

ニカラグア

ペルー

ウルグアイ

ベネズエラ

その他（ラテンアメリカ）

ラテンアメリカ計

クウェート

カタール

サウジアラビア

アラブ首長国連邦

バーレーン

イラン

イラク

リビア

オマーン

エジプト

イスラエル

ヨルダン

レバノン

シリア

イエメン

その他（中近東）

中近東計

アルジェリア

エチオピア

ガボン

コートジボワール

ケニア

モロッコ

リベリア

ナイジェリア

ニジェール

セネガル

コンゴ民主共和国

タンザニア

南アフリカ

ザンビア

スワジランド

その他（アフリカ州）

アフリカ州計

ベルギー

ルクセンブルク

フランス

ドイツ

イタリア

オランダ

スウェーデン

スイス（BISを含む）

ガーンジィ

ジャージィー

マン島

英国

オーストリア

デンマーク

アイルランド

アイスランド

スペイン

ポルトガル

フィンランド

ノルウェー

ギリシャ

トルコ

セルビア

クロアチア

スロベニア

その他（西欧諸国）

西欧諸国計

アルバニア

ブルガリア

チェコ

スロバキア

ハンガリー

ポーランド

ルーマニア

エストニア

ラトビア

リトアニア

アルメニア

アゼルバイジャン

ベラルーシ

グルジア

カザフスタン

キルギス

モルドバ

ロシア

タジキスタン

トルクメニスタン

ウクライナ

ウズベキスタン

旧ソ連

その他（東欧諸国）

東欧諸国計

カナダ

米国

バハマ

バミューダ諸島

ケイマン諸島

キューバ

ジャマイカ

蘭領アンチル

パナマ

トリニダード・トバゴ

その他（カリブ海諸国）

カリブ海諸国計

オーストラリア

ニュージーランド

パプアニューギニア

フィジー

その他（大洋州）

大洋州計

国際機関計

その他

対非居住者合計

うち外国中央銀行
・公的通貨当局

対居住者

外貨建

旧チェコ・スロバキア

円建うち非銀行国（地域）別

旧ユーゴスラビア

見本

シート名：中長期債務



報告省令：別紙様式第三十三

（記入要領）

１　本報告書は、特別国際金融取引勘定承認銀行等の本邦店の非居住者及び居住者に対する債権及び債務を対象とし、下記に従い作成すること。

(1)　報告に当たっては外国通貨計、米ドル、英ポンド、スイス・フラン、ユーロ、その他外国通貨及び円建に区分すること。ユーロ参加国通貨建の債権、

債務がある場合には、「ユーロ」欄に含めて記入すること。なお、それぞれについて「非銀行」に対する分を内書すること。

(2)　債権債務ともに短期及び中長期に区分し、短期は原契約期間が１年以内のものを、中長期は同１年を超えるものを記入すること。

２ (1)　外貨建債権債務の各合計額は、本省令別紙様式第二十六「資産負債状況報告書（外貨建本邦店分）」の残高、対非居住者及びうち中長期の

各合計額に一致させること。

(2)　円建債権債務の各合計額は、本省令別紙様式第二十六「資産負債状況報告書（円建本邦店分）」の残高、対非居住者及びうち中長期の

各合計額に一致させること。

(3)　非居住者に対する債権債務の各合計額のうち「外国中央銀行及び公的通貨当局」に対する分を内書すること。

３　本報告書様式に記載されていない国に対する残高がある場合には当該国の属する地域の「その他」の欄に一括してその合計を記入すること。

４　報告単位は百万米ドル単位（小数第一位まで記入、第一位未満四捨五入）とし、米ドル以外の通貨については米ドルに換算の上、記入すること。

見本

シート名：記入要領


